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研究成果の概要（和文）：本研究を通じた主たる発見事実とは、次の三点にまとめることができる。第一に、独
立性の担保、業務の複雑性の増大、社会的証明という３つの異なるロジックが監査法人の合併を促進した。第二
に、海外監査法人ネットワークの再編成が一方的に日本の国際化を促したわけではない。第三に、過誤を犯した
監査人はその後の業務分担が増加しないという点で組織的処遇を受けているものの、その効果は法人への経済的
貢献の大きい監査人ほど限定的である。

研究成果の概要（英文）：Firstly, we identify three different logics to explain the series of 
consolidations in the Japanese audit industry: (1) to secure auditor independence; (2) to meet the 
growing complexity of clients’ businesses; (3) to utilize the scale of business as a sign of social
 proof of competence. Secondly, different from unidirectional domination by Anglo Saxon-based large 
accounting firms over Japanese accounting firms, we find that Japanese accounting firms pursued 
their own internationalization strategies even under strong pressure from foreign competitors. 
Lastly, we find that audit firms tend to assign fewer clients to those accountants who initially 
audited financial statements that are restated later. Further, we also find that such relationships 
differ between Big Four and non-Big Four audit firms, and also differ between accountants who have 
high relative organizational standing and those who have low relative organizational standing within
 their organization.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究は、専門職組織が個人サービスから大規模法人へと成長する過程を、歴史的視点から詳細に明らかにし
たという点で、その学術的意義は小さくない。また、監査法人の監査サービスの品質について、大手法人と中小
法人とでは差が存在していること、大手法人でさえも個人間で差があることは、重要な発見事実である。監査の
失敗、それに相当する事案を事前に防止するという観点からも、本研究の社会的意義が認められる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
  
度重なる会計不祥事（例えば、2004 年の西武鉄道、2005 年のカネボウ、2011 年のオリンパ

ス）を受けて、どのように不正を未然に防ぐべきかという企業統治の問題と並んで、どのように
監査の失敗を防ぎ、監査サービスの品質や監査能力を向上すべきか、という問題は、多面的に検
討すべき実務的且つ学術的課題となっている。しかし、既存研究の知見は、残念ながら十分な具
体的解決策を提示するには至っていない。なぜなら、そもそも組織論研究は、監査法人に代表さ
れる専門職組織に関する十分な知見を持ち合わせておらず（von Nordenflycht, 2010）、監査論
研究もまた、これまで監査サービスの組織化プロセスに十分な関心を寄せてこなかったからで
ある。その結果、組織研究と会計研究の領域横断的な協働が必要となっている（Miller & Power, 
2013）。本研究はこのような問題意識を踏まえ、組織論研究者と監査論研究者による共同研究プ
ロジェクトとして提案されるものである。 
 監査の失敗を未然に防ぐには、顧客企業との関係において、如何に監査人の独立性を担保する
かという問題に加えて、監査人の能力やサービス品質の向上が不可欠である。そこで、本研究で
は、監査能力の規定要因として、個人と個人、個人と所属法人、個人や所属法人と顧客企業とい
う多面的な協働と、それら経時的変化（企業内の組織化・企業間の制度化）に注目する。 
 多面的な協働とその経時的変化に注目する本研究は、二者間の関係（dyadic relation）を基本
分析単位とする社会ネットワーク手法を援用した組織論研究（Burt, 2010）に依拠したものであ
ある。他方で、協働の経時的変化を企業内の組織化過程及び企業間の制度化過程として捉える本
研究は、「制度ロジック」を鍵概念とし、マルチレベル（個人−集団−組織−組織フィールド）の
組織化・制度化の原理を解明しようとする新制度派組織論研究（Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 
2012）に立脚して提案されるものである。特に、関係の「多面性」（Shipilov, Gulati, Kilduff, Li, 
& Tsai, 2014）および関係の「経時的変化」（Rogan, 2014）に代表される近年の理論的・実証的
進展を踏まえて提案される点に、その特徴がある。 
 社会ネットワーク手法を援用した組織論研究は、二者間の関係という明確なミクロ的分析視
点にその強みを有するものの、マクロレベルの組織化・制度化過程の説明論理に関して、発展の
余地を残している。他方で、新制度派組織論研究は、マクロレベルの組織化・制度化過程の説明
論理にその強みを有するものの、それが創出するミクロ的分析視点に関して発展の余地を残し
ている。本研究は、上記既存の２つの研究領域の知見に相互に立脚することで、各領域の間隙を
埋めるべく提案されるものである。 
 
２．研究の目的 
 
会計不祥事を未然に防ぐには、企業統治の問題と共に、監査の失敗を防ぐ監査能力の向上が必

要である。それには、監査能力の解明が必要であり、経時的な協働経験の同定を通じた能力構築
過程の解明が不可欠である。そこで、本研究は 1960 年代初頭の生成期から 2015 年までの日本
の監査法人業界を研究対象として取り上げ、協働の多面性とその組織化・制度化を鍵概念として、
個人レベルから組織レベルの能力形成の問題を実証的に検討する。 
同業界を取り上げる第一の理由は、公開情報へのアクセス可能性の高さにある。日本は、先進

国の中でも例外的に広範な公刊情報が開示されており、会計士個人・監査法人・クライアント企
業の協働パターンとその変化を長期的・体系的に追跡可能である。第二の理由は、監査業務の専
門性の高さにある。監査業務は監査を通じて保証情報を生産するという点で、高い専門能力が必
要とされ、そのような特性ゆえに能力形成という本研究の課題を検討する上で最適な事例であ
る。 
 監査の失敗は、「個人間の協働（協働のミスコミュニケーション、メンバー間の牽制）」、「個人
と組織の協働（監査法人内の品質管理）」、「個人と顧客の協働（長期的関係による独立性喪失）」
に起因していることが繰り返し指摘されている。特定の会計士個人が、誰と監査チームとして協
働し（個人の協働）、どこの監査法人に所属し（個人と組織の協働）、どの企業を監査していたの
か（顧客との協働）という情報を長期にわたって把握・同定し、協働の先行要因と帰結を解明す
ることで、監査失敗を誘引する構造とそれを牽制する能力構築メカニズムを解明することがで
きる。 
 本研究が研究期間中で明らかにするのは、（１）「協働の組織化・制度化パターン」、（２）「協
働の組織化・制度化パターンを規定する先行要因とその規定メカニズム」、そして（３）「協働の
組織化・制度化パターンが監査法人の能力形成を規定するメカニズム」の三点である。   
第一に、歴史的な協働の組織化・制度化パターンを実証的観点から同定する。その上で、第二

に、協働の組織化・制度化パターンを規定する先行要因を同定し、その規定メカニズムを解明す
る。先行要因として注目するのは、制度的観点、政策的・規制的観点、合理的観点、社会的認識
の観点という四つの観点である。協働の組織化・制度化パターンが個人および組織能力を規定す
るメカニズムに関しては、異なる３つの協働タイプ（会計士個人同士、会計士個人と所属法人、
会計士個人もしくは法人と顧客）とその組織化・制度化が、個人と組織の能力に与える影響を考
察することで解明を試みる。 
本研究の学術的な特色は、例外的研究（Greenwood, Li, Prakash, & Deephouse, 2005）を除

き組織論では十分に光が当てられてこなかった専門職組織の一例である監査業界に注目し、同



業界生成の黎明期から現在までの発展過程を、協働を通じた組織化と制度化の変遷過程として、
会計士個人レベルにまで遡って包括的に把握するという点にある。経時的に膨大なデータ収集
作業が必要であるため、マルチレベルのパネルデータを超長期に構築し、実証研究を試みた研究
は未だ存在しない。マクロレベルの産業の生成・発展プロセスを個人の協働プロセスの挙動から
可視化し把握する試みは、ユニークな特徴を有していると考えられる。 
 最前線の組織論研究もまた、動的ネットワーク構造の変化とその帰結に注目しており（Rogan, 
2014）、個人レベルのマイクロな協働に注目する本研究は時宜を得たものであり、産業生成と進
化に関する理解が進展することが期待される。未だ十分な研究蓄積がない専門職サービス業務
の組織化プロセスを理論的にも実証的に明らかにしようとする本研究の試みはまた、組織論研
究と監査研究分野の双方で研究進歩をもたらすものである。度重なる会計不祥事、会計不正、監
査失敗が顕在化する今こそ、会計士個人と監査法人としての監査能力向上が必要とされている。 
 本研究は、そのような現代的課題に、単なる逸話の集積ではなく、体系的な実証研究から挑戦
することを目標としている。 
 
３．研究の方法 
 
本研究は、研究代表者と 3名の研究分担者、2名の研究協力者（大学院生 1名と海外共同研究

者 1名）によって、当初平成 28年度から平成 30 年度の 3年間で遂行された。計画の初年度(平
成 28 年度)は、(I)先行研究サーベイに基づく研究課題の導出と作業仮説の構築に注力し、(II)
データの収集・入力・コード化・検証作業の推進を通じたパネルデータセットの構築作業を完了
した。2年目(平成 29年度)は、(III)統計的実証研究の本格的な実施と実証結果に基づく暫定的
な知見の発信を行い、最終年度(平成 30 年度)は、(IV)最終的な研究成果の発信と公刊に注力す
る計画で進められた。具体的な研究の方法は、以下の通りである。 
 
（１）平成 28年度：主要課題 
 計画の初年度(平成 28年度)の主要課題は、 (I)先行研究の文献サーベイに基づく研究課題の
導出・検証と作業仮説の構築作業を行い、 (II)データの収集・入力・コード化・検証作業の推
進を通じたパネルデータセットの構築作業を行った。 
(I)文献サーベイに基づく研究課題の導出・検証と作業仮説の構築 
 計画初年度(平成 28 年度)は、Web of Science や EBSCO host 等のオンライン文献データベー
スを活用することで、先行研究の文献サーベイを体系的に行い、主要な研究課題の導出と、作業
仮説の構築・深化を行った。本研究が、先行研究として念頭に置いた既存の研究領域とは、①近
年台頭しつつある専門職組織に関する組織論研究（Greenwood, Li, Prakash, & Deephouse,2005; 
Von Nordenflycht,2010）、②社会ネットワーク分析を援用する組織論研究（Rogan, 2014；
Shipilov, Gulati, Kilduff, Li, & Tsai, 2014）および、③新制度派組織理論における｢制度固
有のロジック（institutional logic）｣に注目した組織論研究（Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 
2012）である。また、既存の監査研究との接合を意図して、特に Accounting, Organizations and 
Society 誌に過去掲載された会計・監査業務の社会的・政治的プロセスに関心を寄せる一連の既
存研究にも注目して、主要な研究課題の導出と作業仮説の構築・深化作業を行った。 
 先行文献の体系的なサーベイを通じて、①協働の組織化・制度化の先行要因の同定と影響メカ
ニズムを考察する理論的仮説を導出し、さらに②協働の組織化・制度化が能力構築過程に与える
影響を考察する理論的仮説を導出した。その上で、包括的な説明枠組みの構築作業を実施した。 
(II)データの収集・入力・コード化・検証作業の推進とパネルデータセットの構築 
 計画初年度の平成 28年度には、パネルデータセットの構築を目的としたデータの収集・入力・
コード化・検証作業も推進した。収集データの期間は、公認会計士監査制度が本格実施される
1960 年代初頭から 2015 年までである。具体的に大規模データとして収集したのは、以下の変数
である。 
 1960 年から 2015 年までの、①会計士個人情報（氏名、年別所属法人、会計士登録年、公認会
計士協会会員所属地域）、②監査法人の履歴（法人名、設立年、合併履歴）、③監査先企業と監査
法人の取引関係（年別監査人氏名、監査法人名、監査業務提供年、業務提供時の監査チーム規模、
補助者規模、監査報酬）、④監査先企業情報（年別財務データ、企業特性情報）、⑤監査先企業の
上場情報（上場年、上場市場名、上場市場異動情報）、⑥監査法人の市場シェア（年別・法人別
に名寄せすることで同定）、⑦監査能力を間接的に代理する会計不祥事・会計不正・監査失敗情
報（訂正報告書の提出頻度や重要性に関する情報）、および新規獲得した顧客企業の社会・経済
的地位や顧客企業数である。 
これらの変数を収集したデータベースは、「組織能力の解体・組織間移転メカニズム：マルチ

レベル分析に基づく学際的実証研究」（基盤研究 B:2011 年〜2013 年）で構築された 2000 年代の
データについて、大幅な拡張を試みるものである。諸変数の経時的変化を個人と監査法人で名寄
せすることによって、約 55 年間の長期にわたる個人と個人の協働とその変化、個人と所属法人
の協働とその変化、会計士個人・所属監査法人と監査先企業との取引を通じた協働とその変化を
同定した。 
 
（２）平成 29年度:主要課題 



(III)データベースに基づく実証研究の本格的実施・暫定的な知見の発信 
 研究計画の2年目(平成29年度)には、文献サーベイを通じて導出される作業仮説に基づいて、
パネルデータの構築完了に伴う暫定的な研究知見の導出と成果発表に注力した。平成 28 年度同
様に、平成 29 年度と平成 30 年度には、主要国際学会での研究発表を行い、国際的な査読誌への
投稿論文執筆に必要となるフィードバックを得る機会として活用した。 
 
（３）平成 30年度:主要課題 
 (IV)最終的な研究成果の発信と公刊 
 最終年度である平成 30年度もまた、研究成果の社会的発信に引き続き注力した。具体的には、
国際学会への発表応募を行うとともに、国際的査読誌への投稿を実施した。また、査読の過程で、
訂正報告書のデータに関して幾つかの重要な指摘を査読者から受けたため、定性データの分類
精度を向上を目的として、科研費の繰越申請を行い、当初平成 30 年度末に完了予定だった本研
究計画は、一年後の平成 31 年度末に完了した。研究期間の延長によって、訂正報告書で報告さ
れる訂正タイプを同定する作業を行った。 
 
４．研究成果 
 
本研究から得られた研究成果は、以下の通りである。 
 
（１）大規模パネルデータの構築 
本研究の第一の研究成果は、日本の上場企業を対象とした公認会計士監査に関する大規模パ

ネルデータの構築である。具体的には、1960 年 3月期から 2018 年 3月期までの入手可能な有価
証券報告書および監査報告書を利用して、上場企業 5,077 社の監査業務に従事した延べ 6636 名
の公認会計士、2,079 の個人会計士事務所・共同事務所・監査法人データを含む 318,372 ケース
で構成される監査活動に関する時系列データを構築した。このデータセットは、「組織能力の解
体・組織間移転メカニズム：マルチレベル分析に基づく学際的実証研究」（基盤研究 B:2011年〜
2013 年）を大幅に拡張したものである。このデータベースを構築することで、上記観察期間に
おける、会計士個人と監査事務所（もしくは監査法人）という 2つの異なる分析レベルで、監査
業務の継続性、構成メンバーの変化、監査法人の交代、合併後の影響などを実証的に検討するこ
とが可能となった。 
加えて、本研究では、1960 年 3月期から 2017 年 3月期までに提出された年次有価証券報告書

の訂正報告書についても収集し、19,875 ケースの訂正報告書記載情報を同定し、上記データと
接合した。その結果、どの会計事務所（監査法人）に所属するどの会計士によって監査された有
価証券報告書が、事後的にどのタイミングで訂正され、どのような記載内容や情報が訂正された
のかを同定することが可能となった。訂正報告書に関する研究は奥村（2014）を除けば、未開拓
の研究領域であり、本データベースの構築は、会計不正や誤謬発生メカニズムの解明の一助にな
るものと期待される。 
 
（２）監査法人の合併 
 本研究の第二の研究成果は、監査法人の合併プロセスの促進・駆動要因の同定である。具体的
には、戦後の日本における監査法人の合併事例 383 事例を対象に、各事例の合併理由を新聞・専
門誌・社史などの公開資料と当時の関係者へのインタビューから同定した。その上で、①独立性、
②複雑性、③社会的証明、という 3要因が、日本の監査法人の合併の促進・駆動要因であること
を明らかにした。 
独立性とは、少数の顧客に依存しているがゆえに監査の独立性が脅かされる事態である。その

ため、多くの事務所は合併し、経済的な安定性を確保することで、監査の独立性を担保した。ま
た、複雑性とは、顧客の業務の複雑性の増大に伴い、監査業務のシステム化と情報化投資が必要
となり、合併が促進された。最後の社会的証明とは、監査業務規模が監査能力の代理変数として
社会的に共有された、というものである。その結果、規模がさらなる規模拡大を通じてより高い
社会的評判を獲得する競争を生み出した、という事実を歴史的視点から明らかにした。 
 
（３）監査法人の国際化 
本研究の第三の研究成果は、監査法人の国際化プロセスの解明とその規定要因の同定である。

日本の四大大手監査法人の国際化過程を検討し、その過程が国際的な会計事務所ネットワーク
の再編に伴い一方向的に規定されたわけではないことを明らかにした。むしろ、日本の監査法人
の国際化過程は、国内企業の顧客獲得競争、そして顧客企業の国際化に大きな影響を受けており、
また二重監査の問題も合わせて、日本国内の固有の要因が大きく影響していることを明らかに
した。このような発見事実は、オランダやニュージーランドをはじめとして、国際的な会計事務
所の再編が各諸国の国内市場の再編を促した多くのアングロサクソン系諸国とは、異なる国際
化過程を経ている事実が明らかとなった。この点は、監査法人のようなプロフェッショナルサー
ビス業の国際化が、顧客企業の国際化の進展によって規定され、その程度は国内市場規模によっ
ても影響を受けることが明らかとなった。 
 



（４）監査サービスの品質と組織的処遇 
本研究の第四の研究成果は、監査サービスの品質と組織的処遇に関わる発見事実である。上述

のように、年次有価証券報告書の訂正報告書を利用することにより、どの監査法人のどの会計士
が監査した有価証券報告書が、事後的に訂正されるのかついて検討し、法人と個人の双方のレベ
ルに置いて、訂正回数を同定した。その結果、①日本の監査法人において、訂正回数が多くなる
ほど、その訂正に関与した会計士は事後的に顧客数で見た業務量が低下する傾向があること、②
その傾向は、大手監査法人の方が顕著であること、③大手法人でさえも、その傾向は法人への経
済的貢献度が小さい会計士ほど顕著であることが明らかとなった。訂正が意図の有無に関わら
ず一定期間虚偽表示という形で外部投資家に誤った情報を提示していたという点を踏まえれば、
訂正により多く関与した会計士は、提供する監査品質について問題を抱えている可能性がある。
もしそうであるならば、事後的な業務量の減少は、品質管理という点で適切な組織的対応であろ
う。ただし、その傾向は監査法人によっても、監査法人内の経済的地位によっても異なる可能性
があるため、監査能力の向上という点で、実務的にも政策的にも、これまで考慮されてこなかっ
た重要な経営課題がその傾向の背後に存在している可能性が示唆される。 
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